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毎月勤労統計調査（第一種事業所）の事前調査への協力のお願いについて 

 

 

日頃より、大変お世話になっております。  

厚生労働省ではわが国の雇用、賃金、労働時間の変動を明らかにするため「毎月勤労統計

調査」（統計法に基づく基幹統計調査）を実施しております。 

この度、令和 7 年 1 月分から調査対象となる第一種事業所を選定するための事前調査を

実施するにあたり「別紙写」にて協力方要請があり、本会は従来通り協力することと致し

ました。 

つきましては、下記の通り関係資料を送付致しますので、貴会におかれましては引き続

き本調査にご協力方よろしくご高配賜りたくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

1．本会宛ての調査協力依頼文書 

2．調査票（第一種事業所用） 

3．パンフレット 
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公益社団法人

　

日本医師会

日本医師会長

　

殿

厚生労働省政策統括
（統計・情報システム管理、労使関係担

毎月勤労統計調査 （第一種事業所） の事前調査への協力のお願いについて

　

厚生労働省が実施しております毎月勤労統計調査につきましては、 平素より格別のご配
意を賜り、厚く御礼申し上げます。

　

この調査は、 常用労働者５人以上の事業所 （うち、 第一種事業所調査は常用労働者 ３０

人以上の事業所） を対象として、 毎月の雇用、 給与及び労働時間の動きを明らかにするこ
とを目的として実施している、 統計法に基づく基幹統計調査です。 調査結果は、 国や都道

府県の経済政策の基礎資料として活用されるほか、雇用保険や労災補償給付額の改定にも
利用されています。

　

当調査の調査対象事業所のうち、 令和７年１月分調査から調査対象として新たに指定す
る予定の事業所について、 これから９月にかけて、 都道府県を通して、 調査予定事業所の

現在の常用労働者数、事業活動の内容等を把握するための事前調査を実施いたします。事

前調査の結果、調査対象事業所として指定された場合には、令和７年１月分調査から３年
間、 毎月、 調査票の提出をお願いすることになります。

つきましては、何卒この調査の趣旨と重要性をご理解いただき、 ご回答が得られますよ
う、 貴会員の事業所への周知・協力について格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げ

ます。 ご参考までに、 調査票及び広報パンフレットを添付しますので、 周知等にご活用く

ださい。

なお、これらの電子ファイルが必要な場合は、メール又は電子媒体でお送りいたします
ので、 お手数ですが以下の担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

今後とも、 毎月勤労統計調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

【担当】
厚生労働省 政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室 毎勤第一係

　

鎌田
ＴＥＬ：０３－５２５３‐１１１１（内線７６０６）
Ｅ－ｍａｉｌ： ｍａｉｋｉｎ－ｃｈｏｓａ＠ｍｈｌｕ′．ｇｏ，ｊｐ



様式第１号 （第９条関係）

　　　　　　　　

１統計法に基づく基幹統計調査コ

職． 毎月勤労統計調査全国調査票 ⑫

　　　　　　　　　

（第一種事業所用）

２羅 鰯 詔薯凝躍龍桑・要齢
４髪馨繋 鰯鰯灘麗認諏鞍
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年
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までの１か月間です。）
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計＊宅畔 ～ 抽出率番号 圏 圏 圏 図
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Ｔｎ「１１
常用労働者もこっいてお答えください。常用労働者とは、期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇われている者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※印欄は記入しないでください。をいいます。事業主又は法人の代表者、無給の家族従業者は除きます。

　

パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者及び１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１

　　　

，
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８ 現 金 給 与 額 税込み額です。）
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識
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艶書選驚い 茅無慾鴛盗塁、液晶喜雄 撚－。，，醐 一

　　　　　　　　　 　　　　
ｍ備考［朝蟹麗莫票盟か徽軌鄭編船は１ 記入担当者

氏

　　　

名

調

　

査

　

票
提出年月日

年

　　　

月

　　　

日

常用労働者についてお答えください。常用労働者とは、期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇われている者
をいいます。事業主又は法人の代表者、無給の家族従業者は除きます。
パートタイム労働者とは、常用労働者のうち １日の

　　　　　　

が一ルの

　　　　　　　

、

　　　　

び

　　　

、

パート

　　

★
タイム

　　　

，
労働者

この調査票は、１０日までに提出して〈ださい。
この調査は‐統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

事

　

業

　

所

　

一

　

連

　

番

　

号

厚生労働省

抽出率番号

入してください。）
千円

この調査の対象となった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり‐報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
この調査の実施に当たっては、特に必要がある場合には、資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあります。

１ 主要な生産品又は事業の内容は何ですか。

　

（主要なものとは、総収入の最も多いものです。）

　　　

月

　　　　

日カユら

　　　

月

　　　　

日まで

３

　

調査期間中に事業活動を行った日数は同日でしたか。

　　　　　　　

日

９変動状況 〔 鹿 霧 賑 穣 斧 』た場合は骸当事項の数字をｏで囲み・右の備考欄にその〕

１

　

定昇を実施した。
２

　

ベースアップを実施した。
３

　

操業短縮、一時休業を実施した。

４

　

休日に操業、営業等の事業活動を行った。
５

　

制度上の週所定労働時間の短縮を実施した。
６

　

夏休みなど、週休以外の休日を増やした。



様式第３号 （第９条関係）
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パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者及び１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１選

　

断定′勘日数が一般の労働者よりも少ない者です。

徽働者
凝竃

滋 墨 ｔ関 盟
主

出勤日数 琳憩 墨 脈闘もも）

　

８現金給与額（税込み額でれ）

　　　　　　　　　

１馨 聾 ＝ 署豊麗 贈答籍醍 学る誘鞘嘉ま

　　　

躍繋駕贈与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し、ぐ

　　

，′勢力）”

　　　　　 　　　　　　

　

　 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

される通勤手当
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をいいます。事業主又は法人の代表者、無給の家族従業者は除きます。
パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が

　　　　　　　　

１統計法に基づく基幹統計調査１

繍． 毎月勤労統計調査地方調査票 ⑫

　　　　　　　　　

（第一種事業所用）

１令和

　

年

　

自分１

ｍ備考〔朝蟹閣突き隻製斧蹴凱 鄭帖船は〕 記入担当者
氏

　　　

名

調

　

査

　

票
提出年月日

年

　　

月

　　　

日

この調査票は、１０日までに提出してください。
この調査は‐統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査の対象となった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
この調査の実施に当たっては、特に必要がある場合には、資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあります。

厚生労働省

１ 主要な生産品又は事業の内容は何ですか。

　　　　　

３

　

調査期間中に事業活動を行った日数は何日でしたか。

　

（主要なものとは、総収入の最も多いものです。）

２

　

調査期間はいつからいつまででしたか。 （前月の
最終給与締切日の翌日から、本月の最終給与締切日
までの１か月間です。）

　　　

月

　　　

日から

　　　

月

　　　　

日まで

４ 企業の全常用労働者数は何人ですか。該当の番号を○
で囲んでください。 （貴企業 （同一会社） に属する事業
所のすべてに雇用される常用労働者数です。）

１，０００人以上
３００～９９９人
１００～２９９人

期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇われている者

９変動状況 幅 鰐 獣 長 震ｉミが』た船 鞭当事項の数字を０で囲み・右の備考欄こその〕

１

　

定昇を実施した。
２

　

ベースアップを実施した。
３

　

操業短縮、一時休業を実施した。

４

　

休日に操業、営業等の事業活動を行った。
５

　

制度上の過所定労働時間の短縮を実施した。
６

　

夏休みなど、週休以外の休日を増やした。



　

事業所の皆さまへ
統計は未来を支えるおくりもの

蜜いきん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府統計

毎月勤労統計調査

ま い き ん っ て ？

　　　

まし、つききんろぅとぅけぃちよぅさ

厚生労働省が行ってし・る毎月勤労統計調査の略称です。毎月の「毎」と勤労の
「勤」を合わせてこう呼ばれています。

どんな調査なの？
労働者数、給与（賃金）、労働時間、出勤日数の動きを調べており、その前身も含めると大正

１２年から実施しています。統計法に基づく「基幹統計調査」であり、調査結果は様々な政策
判断の基礎資料となります。

どの事業所を調査するの？

　

常用労働者５人以上の全国の事業所から産業、事業所規模別に無作為に選んだ事業所を
対象に、毎月実施しています。なお、１～４人規模の事業所についても、年１回、７月分について
調べています。 ※一定規模以上の事業所は全て調査対象となります。

どのように利用されているの？

　

毎月閣議に報告される「月例経済報告」の中で、労働経済情報を示す重要な指標として、賃
金と労働時間が取り上げられています。他にも「景気動向指数」や、雇用保険や労災保険の保
険給付額の改定資料に用いられています。

『；， の調査は、統計法という法律で基幹統計
Ｌ÷ 調査として承認されています。

　

統計法では、基幹統計調査の調査対象となっ
た方に対して、報告の義務を規定し、報告を拒
否することや虚偽の報告をすることを禁止して
います。また、これらに違反した場合の罰則も

規定しています。
本調査の趣旨をご理解いただき、大変お手数

ではありますが、調査票の提出をお願いいたし
ます。

●

園童の内容が、他ーご知られ足り
するようなことはなし、のでしよう
か？

は禁止されています。そのため調査の内容を、
税金の算定や、労働基準法その他の法律に基づ
＜取り締まりなどに用いることは絶対にありま
せん。

　

なお、小規模な事業所には、統計調査員が伺

っておりますが、統計調査員は、知事が任命した

公務員です。調べたことについて他にもらすこ
とは、統計法で固く禁じられています。

安心してお答えください。

〈新〉



まいきんで分かること 現金給与総額、総実労働時間及び雇用指数の前年同月比の推移（事業所規模５人以上）

　

（％）
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賃金、 労働時間、 雇用は

絶えず変化しているよ。

　

まいきんを見れば、

最新の情報が分かるんだ。
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令和６年

→ト現金給与総額

　　

－◆－総実労働時間

　　　

→ト常用雇用指数

毎月勤労統計調査のキャラクター

　　　　

「まいちやん」

いろいろな情報がわかります

（万円）

　　　　　　

月間現金給与総額（事業所規模５人以上）

（令和５年平均）
５０

４０

３０

２０

１０

０

まいきんは、 産業別や一般労働者、

　

パートタイム労働者別など

いろいろな情報を公表しているよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　　

　　　　　　　　　　　　

　　

　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　

　
毎月勤労統計調査のキャラクター

　　

　　　　

　　　　

　
　　　　 　　　□一般労働者

　

．パートタイム労働者

まいきんの結果はいるいると利用されています

★

　

内閣府の「月例経済報告」 （閣議報告）や「景気動向指数」に使われるなどの景気判断の資料

★

　

雇用保険や労災保険の保険給イボ額の改定資料

★

　

企業の経営判断や賃金などの労働条件決定の際の資料

★

　

政府の各種審議会の資料（労働政策審議会、中央最低賃金審議会、社会保障審議会等）

★

　

民事事件や交通事故などの逸失利益補償額等の算定資料

★

　

毎月勤労統計調査結果の主な利用状況は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

　

毎月勤労統計調査（全国調査、地方調査）→調査の結果→利活用事例



［

　

令和５年平均結果（事業所規模５人以上）

　

ー
コ

平均月間現金給与総額（きまって支給する給与十特別に支払われた給与）は、３２９，７７７円と

なりました。産業別にみると、電気・ガス業が最も多く、５６３，０９９円となりました。

産業別１か月平均の賃金

　

調 査 産 業 計

　

鉱業，採石業等

　　

建

　

設

　

業

　　

製

　

造

　

業

　　

電気・ガス業

　　　

情報通信業

　

運輸業，郵便業

　

卸売業，小売業

　

金融業，保険業

不動産・物品賃貸業

　

学 術 研 究 等

飲食サービス業等

生活関連サービス等

　

教育，学習支援業

　　

医 療，福 祉

複合サービス事業

その他のサービス業
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． きまって支給する給与

　

□ 特別に支払われた給与

平均月間総実労働時間（所定内労働時間十所定外労働時間）は、１３６．３時間となりました。
産業別にみると、運輸業，郵便業が最も多く、１６７．７時間となりました。

産業別１か月平均の労働時間

　

調 査 産 業 計
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建

　

設
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造
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電気・ガス業

　　　

情報通信業

　

運輸業，郵便業

　

卸売業，小売業

　

金融業，保険業

不動産・物品賃貸業

　

学 術 研 究 等 （

飲食サービス業等
１

　　　　　　　

　
生活関連サービス等 １

教育，学習支援業１

　　

医 療，福 祉

　

複合サービス事業

その他のサービス業

０．０

　　　

２０．０

　　

４０，０

　　　

６０．０

　　　

８０．０

　　

１００，０

　　

１２０，０

　　

１４０．０

　　

１６０．０

　

１８０．０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（匿寺間）

　　

． 所定内労働時間

　　　

□ 所定外労働時間



エクセル形式の入力支援ツールを利用して調査票を作成いただけます。

ＵＲＬｈｔｔｐｓ：／／ｗＷｗ．ｍｈＩＷ．ｇｏ．ｉｐ／ｔｏｕｋｅｉ／ｌｉｓｔ／３０‐ｌｅ．ｈｔｍｌ

厚生労働省のホームページに掲載している調査票入力支援ツールをご活用ください。
調 査票の提 出 方法

　　　　

ＵＲＬｈｔｔｐｓ：／／ＷＷＷ・ｍｈ１Ｗ・ｇｏ・ｉｐ／ｔｏｕｋｅｉ／１ｉｓｔ／３０‐ｌｅ・ｈｔｍ１

提出方法には、事業所規模により
３通りあります。

ー

　

ー

　

■
インターネットで回答

　　　　　　　　　　

調査票の記入

　　　　　　　

統計調査員による聞き取り

インターネットにて提出

　　　　　　　

郵送にて提出

品目日目日目日　　　　　　　　　　　
厚生労働省にて集計・公表

●

　

毎月勤労統計調査は、インターネットを利用して調査票データを送信できます。

　

是非ご利用ください。

〈オンラインでの回答や調査票の記入に関するコールセンタ■〉

フリーダイヤル

　

０１２０－－９５６－‐３６０

受付時間：午前９時～午後６時（土日祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

調査についてのご質問がありましたら、 各都道府県の統計主管課までお問い合わせください。

ひと、くらし、みらのために

　　

厚生労働省毎月勤労統計調査担当

　　　　　　　

〒１００一８９１６

　

東京都千代田区霞が関１－２－２

の

　

岨 俳 遇－ｍ 霊 園ＩＥ驚き≦凝凋落８７

厚 生労 働 省 毎月勤労統計調査の結果は、厚生労働省の
Ｍｉｎｉ敏ＭｆＨ鯛Ｌｔｈｕｂ…ｎｄｗｅーｆ雅

　

ホ ームペ ー ジ に も 掲 載 さ れて います。ホームページにも掲載されています。　　　　　　　　　　
令和６年


